
奈
良
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
八
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
三
十
九
号

奈
良
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
六
月
奈
良
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
八
条
を
加
え
る
。

（
配
慮
書
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
と
認
め
ら
れ
る
地
域
）

第
二
条
の
二

条
例
第
四
条
の
四
の
配
慮
書
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
地
域
は
、
配
慮
書
対
象
事
業
実
施
想
定
区
域
及
び
既
に
入
手
し
て
い
る
情
報
に
よ
っ
て
一

以
上
の
環
境
の
構
成
要
素
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
と
す
る
。

（
配
慮
書
に
つ
い
て
の
公
告
の
方
法
）

第
二
条
の
三

条
例
第
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
適
切
な
方
法
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

官
報
へ
の
掲
載

二

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
へ
の
掲
載

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
配
慮
書
事
業
者
か
ら
の
協
議
に
基
づ
き
知
事
が
適
切
と
認
め

る
方
法

（
配
慮
書
を
縦
覧
す
る
場
所
）

第
二
条
の
四

条
例
第
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
配
慮
書
及
び
配
慮
書
要
約
書
を
縦
覧
に
供
す
る
場
所

は
、
県
の
本
庁
庁
舎
及
び
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
で
き
る
限
り
縦
覧
す
る
者
の
参
集
の
便
を
考
慮

し
て
定
め
た
場
所
と
す
る
。

一

配
慮
書
事
業
者
の
事
務
所
（
県
の
区
域
内
に
存
す
る
事
務
所
に
限
る
。
）

二

配
慮
書
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る

市
町
村
（
以
下
「
配
慮
書
関
係
市
町
村
」
と
い
う
。
）
の
協
力
が
得
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

配
慮
書
関
係
市
町
村
の
庁
舎
そ
の
他
の
配
慮
書
関
係
市
町
村
の
施
設

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
配
慮
書
事
業
者
が
利
用
で
き
る
適
切
な
施
設

（
配
慮
書
に
つ
い
て
公
告
す
る
事
項
）

第
二
条
の
五

条
例
第
四
条
の
五
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。



一

配
慮
書
事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

配
慮
書
対
象
事
業
の
名
称
、
種
類
及
び
規
模

三

配
慮
書
対
象
事
業
実
施
想
定
区
域

四

条
例
第
四
条
の
四
の
配
慮
書
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
地
域
の
範
囲

五

配
慮
書
及
び
配
慮
書
要
約
書
の
縦
覧
の
場
所
、
期
間
及
び
時
間

六

配
慮
書
に
つ
い
て
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
書
面
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

旨
七

条
例
第
四
条
の
六
の
意
見
書
の
提
出
期
限
及
び
提
出
先
そ
の
他
意
見
書
の
提
出
に
必
要
な
事
項

（
配
慮
書
に
つ
い
て
の
公
表
の
方
法
）

第
二
条
の
六

条
例
第
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
配
慮
書
事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲

載
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
配
慮
書
に
つ
い
て
の
意
見
書
の
提
出
）

第
二
条
の
七

条
例
第
四
条
の
六
の
意
見
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

意
見
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

意
見
書
の
提
出
の
対
象
で
あ
る
配
慮
書
に
記
載
さ
れ
た
配
慮
書
対
象
事
業
の
名
称

三

配
慮
書
に
つ
い
て
の
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
及
び
そ
の
理
由

（
配
慮
書
に
つ
い
て
の
知
事
の
意
見
の
提
出
期
間
）

第
二
条
の
八

条
例
第
四
条
の
八
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
条
例
第
四
条
の
七
の
書
類
の
送

付
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
の
意
見
を
述
べ
る
た
め
実

地
の
調
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
積
雪
そ
の
他
の
自
然
現
象
に
よ
り
長
期
間
に
わ
た

り
当
該
実
地
の
調
査
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
百
二
十
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
知

事
が
定
め
る
期
間
と
す
る
。

２

知
事
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
配
慮
書
事
業
者
に
対
し
、
遅

滞
な
く
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
配
慮
書
対
象
事
業
の
廃
止
等
の
場
合
の
公
告
）

第
二
条
の
九

条
例
第
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
適
切
な

方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。



一

官
報
へ
の
掲
載

二

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
へ
の
掲
載

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
配
慮
書
事
業
者
か
ら
の
協
議
に
基
づ
き
知
事
が
適
切
と
認
め

る
方
法

２

条
例
第
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す

る
。

一

配
慮
書
事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

配
慮
書
対
象
事
業
の
名
称
、
種
類
及
び
規
模

三

条
例
第
四
条
の
九
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
旨

四

条
例
第
四
条
の
九
第
一
項
第
三
号
に
該
当
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
引
継
ぎ
に
よ
り
新
た
に
配

慮
書
事
業
者
と
な
っ
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名

及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

第
三
条
第
四
項
中
「
第
五
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五

項
中
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
三
項
に
よ
り
準
用
す
る
条
例
第
四
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

条
例
第
五
条
第
一
項
第
九
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
条
例
第
四
条
の
二
の
配
慮
書
対
象
事
業

が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域
そ
の
他
の
技
術
指
針
で
定
め
る
事
項
を
決
定
す
る
過
程
に
お
け
る
環
境
の

保
全
の
配
慮
に
係
る
検
討
の
経
緯
及
び
そ
の
内
容
と
す
る
。

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

事
業
者
が
法
第
三
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
法
第
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
配
慮
書
を
作
成
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
条
例
第
四

条
の
二
の
配
慮
書
対
象
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域
そ
の
他
の
技
術
指
針
で
定
め
る
事
項
」
と
あ

る
の
は
、
「
法
第
三
条
の
二
第
一
項
の
事
業
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
区
域
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め

る
事
項
」
と
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
環
境
影
響
」
を
「
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
」
に
改
め
、
同
条
中
「
（
以

下
「
環
境
要
素
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

第
五
条
か
ら
第
七
条
の
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
方
法
書
に
つ
い
て
の
公
告
の
方
法
）

第
五
条

第
二
条
の
三
の
規
定
は
、
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場



合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
三
第
三
号
中
「
配
慮
書
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
事
業
者
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

（
方
法
書
の
縦
覧
）

第
六
条

第
二
条
の
四
の
規
定
は
、
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
縦
覧
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
四
第
一
号
中
「
配
慮
書
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
者
」
と
、
同
条
第

二
号
中
「
配
慮
書
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄

す
る
市
町
村
（
以
下
「
配
慮
書
関
係
市
町
村
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
関
係
市
町
村
」
と
、

「
配
慮
書
関
係
市
町
村
の
」
と
あ
る
の
は
「
関
係
市
町
村
の
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
配
慮
書
事
業

者
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
方
法
書
に
つ
い
て
公
告
す
る
事
項
）

第
七
条

第
二
条
の
五
の
規
定
は
、
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
五
第
一
号
中
「
配
慮
書
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
者
」
と
、
同
条
第

二
号
中
「
配
慮
書
対
象
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
対
象
事
業
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
配
慮
書
対
象
事

業
実
施
想
定
区
域
」
と
あ
る
の
は
「
対
象
事
業
実
施
区
域
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
第
四
条
の
四
の

配
慮
書
対
象
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
の
対
象
事
業
」
と
、
同
条
第
七
号
中
「
第
四
条
の
六
」

と
あ
る
の
は
「
第
八
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
方
法
書
に
つ
い
て
の
公
表
の
方
法
）

第
七
条
の
二

第
二
条
の
六
の
規
定
は
、
条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
「
配
慮
書
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
の
四
第
一
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
二
条
の
三
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
三
第
三
号
中
「
配
慮
書
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
事
業
者
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
の
六
第
二
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
二
条
の
三
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
三
第
三
号
中
「
配
慮
書
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
事
業
者
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
及
び
第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
方
法
書
に
つ
い
て
の
意
見
書
の
提
出
）

第
八
条

第
二
条
の
七
の
規
定
は
、
条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。



こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
七
第
二
号
中
「
配
慮
書
対
象
事
業
」
と
あ
る
の
は
、
「
対
象
事
業

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
方
法
書
に
つ
い
て
の
知
事
の
意
見
の
提
出
期
間
）

第
九
条

第
二
条
の
八
の
規
定
は
、
条
例
第
十
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
期
間
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
八
第
一
項
中
「
第
四
条
の
七
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
条
」
と
、
第

二
条
の
八
第
二
項
中
「
配
慮
書
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条
第
三
項
中
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
四
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
第
五
条
」
を
「
第
二
条
の
三
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
三
第
三
号
中
「
配
慮
書
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
事
業
者
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
中
「
第
六
条
の
」
を
「
第
二
条
の
四
の
」
に
、
「
第
六
条
中
「
方
法
書
及
び
方
法
書
要
約

書
」
と
あ
る
の
は
、
「
準
備
書
及
び
準
備
書
要
約
書
」
を
「
第
二
条
の
四
第
一
項
中
「
配
慮
書
事
業
者

」
と
あ
る
の
は
「
事
業
者
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
配
慮
書
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範

囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
（
以
下
「
配
慮
書
関
係
市
町
村
」
と
い
う
。
）
」

と
あ
る
の
は
「
関
係
市
町
村
」
と
、
「
配
慮
書
関
係
市
町
村
の
」
と
あ
る
の
は
「
関
係
市
町
村
の
」
と
、

同
条
第
三
号
中
「
配
慮
書
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
者
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
の
二
中
「
第
七
条
の
二
」
を
「
第
二
条
の
六
」
に
改
め
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
配
慮
書
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

第
十
五
条
の
見
出
し
中
「
説
明
会
」
を
「
準
備
書
説
明
会
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
五
条
」

を
「
第
二
条
の
三
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
三
第
三
号
中
「
配
慮
書
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
事
業
者
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
は
、
条
例
第
十
五
条
第
二
項
に
よ
り
準
用
す
る
条
例
第
七
条
の
二
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
準
備
書
の
記
載
事
項
の
周
知
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
七
条
第
二
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
二
条
の
三
」
に
、
「
前
項
第
二
号
」
を
「
前
項
に
よ
り
準

用
す
る
第
七
条
の
六
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
三
第
三
号
中
「
配
慮
書
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
事
業
者
」



と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
の
八
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し

て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
配
慮
書
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

第
二
十
三
条
中
「
第
五
条
」
を
「
第
二
条
の
三
」
に
改
め
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
三
第
三
号
中
「
配
慮
書
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
事
業
者
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
四
条
中
「
第
六
条
の
」
を
「
第
二
条
の
四
の
」
に
、
「
第
六
条
中
「
方
法
書
及
び
方
法
書
要

約
書
」
と
あ
る
の
は
、
「
評
価
書
及
び
評
価
書
要
約
書
」
を
「
第
二
条
の
四
第
一
項
中
「
配
慮
書
事
業

者
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
者
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
配
慮
書
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る

範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
管
轄
す
る
市
町
村
（
以
下
「
配
慮
書
関
係
市
町
村
」
と
い
う
。
）

」
と
あ
る
の
は
「
関
係
市
町
村
」
と
、
「
配
慮
書
関
係
市
町
村
の
」
と
あ
る
の
は
「
関
係
市
町
村
の
」

と
、
同
条
第
三
号
中
「
配
慮
書
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
二
中
「
第
七
条
の
二
」
を
「
第
二
条
の
六
」
に
改
め
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
配
慮
書
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
事
業
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
二
条
の
三
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
三
第
三
号
中
「
配
慮
書
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
事
業
者
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
九
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
る
配
慮
書
対
象
事
業
等
に
係
る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
を
行
う
者

等
の
特
例
）

第
二
十
九
条
の
三

配
慮
書
対
象
事
業
が
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
四
条
第
七

項
に
規
定
す
る
市
街
地
開
発
事
業
と
し
て
同
法
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
る
場
合
に
お

け
る
当
該
配
慮
書
対
象
事
業
又
は
配
慮
書
対
象
事
業
に
係
る
施
設
が
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
都
市

施
設
と
し
て
同
法
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
に
定
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
都
市
施
設
に
係
る



配
慮
書
対
象
事
業
に
つ
い
て
は
、
条
例
第
四
条
の
二
か
ら
条
例
第
四
条
の
九
ま
で
の
規
定
に
よ
り
行

う
べ
き
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
は
、
次
項
及
び
第
三
十
一
条
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
都
市
計
画
に
係
る
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
知
事
又
は
市
町
村
（
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
国
土
交
通
大
臣
又
は
市
町
村
。
以
下
「
都
市
計
画
決
定
権
者
」
と
い
う
。

）
が
当
該
配
慮
書
対
象
事
業
に
係
る
事
業
者
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
当
該
配
慮
書
対
象
事
業
又
は

配
慮
書
対
象
事
業
に
係
る
施
設
（
以
下
「
配
慮
書
対
象
事
業
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
都
市
計
画

の
決
定
又
は
変
更
を
す
る
手
続
と
併
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
条
例
第
四
条

の
三
第
二
項
、
第
四
条
の
九
第
一
項
第
三
号
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
決
定
権
者
が
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
を
行
う
場
合
に
お
け

る
条
例
第
四
条
の
二
か
ら
第
四
条
の
九
ま
で
（
条
例
第
四
条
の
三
第
二
項
、
第
四
条
の
九
第
一
項
第

三
号
及
び
同
条
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

第
四
条
の
二

配
慮
書
対
象
事
業
（
第
二
条
第

奈
良
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施

二
項
の
規
則
で
定
め
る
事
業
（

行
規
則
（
平
成
十
一
年
六
月
奈

法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

良
県
規
則
第
十
二
号
。
以
下
「

第
一
種
事
業
及
び
法
第
三
条
の

施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二

十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

十
九
条
の
三
第
一
項
の
都
市
計

が
な
さ
れ
た
法
第
二
条
第
三
項

画
決
定
権
者
（
以
下
「
都
市
計

に
規
定
す
る
第
二
種
事
業
を
除

画
決
定
権
者
」
と
い
う
。
）
は
、

く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

同
項
に
規
定
す
る
配
慮
書
対
象

）
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
（

事
業
等
を
都
市
計
画
法
（
昭
和

委
託
に
係
る
配
慮
書
対
象
事
業

四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
の
規

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
委
託
を
し

定
に
よ
り
都
市
計
画
に
定
め
よ

よ
う
と
す
る
者
。
以
下
「
配
慮

う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

書
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、

都
市
計
画
に
係
る
配
慮
書
対
象

配
慮
書
対
象
事
業

事
業
（
以
下
「
都
市
計
画
配
慮

書
対
象
事
業
」
と
い
う
。
）



当
該
配
慮
書
対
象
事
業

当
該
都
市
計
画
配
慮
書
対
象
事

業

第
四
条
の
三
第
一
項
各

配
慮
書
事
業
者

都
市
計
画
決
定
権
者

号
列
記
以
外
の
部
分

第
四
条
の
三
第
一
項
第

配
慮
書
事
業
者
の
氏
名
及
び
住

都
市
計
画
決
定
権
者
の
名
称

一
号

所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

第
四
条
の
三
第
一
項
第

配
慮
書
対
象
事
業

都
市
計
画
配
慮
書
対
象
事
業

二
号

第
四
条
の
四

配
慮
書
事
業
者

都
市
計
画
決
定
権
者

配
慮
書
対
象
事
業

都
市
計
画
配
慮
書
対
象
事
業

第
四
条
の
五
か
ら
第
四

配
慮
書
事
業
者

都
市
計
画
決
定
権
者

条
の
七
ま
で
及
び
第
四

条
の
八
第
一
項

第
四
条
の
九
第
一
項
各

配
慮
書
事
業
者
（
第
七
条
又
は

都
市
計
画
決
定
権
者
（
施
行
規

号
列
記
以
外
の
部
分

則
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

第
七
条
又
は
法
第
四
十
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る

第
四
条
の
九
第
一
項
第

配
慮
書
対
象
事
業

都
市
計
画
配
慮
書
対
象
事
業



一
号
及
び
第
二
号

第
三
十
条
第
一
項
中
「
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
」
を
削
り
、
「
第
三
章
」
を
「
第
五
条
か

ら
第
三
十
一
条
ま
で
」
に
、
「
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
」
を
「
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
三
条
及
び
第

三
十
四
条
」
に
、
「
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
知
事
又
は
市
町
村
（
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
国
土
交
通
大
臣
又
は
市
町
村
。
以
下
「
都
市
計
画
決
定
権
者
」
と
い
う
。
）
」

を
「
都
市
計
画
決
定
権
者
」
に
、
「
第
五
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

の
表
以
外
の
部
分
中
「
第
三
章
」
を
「
第
五
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
」
に
、
「
第
五
条
第
二
項
」
を

「
第
五
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中
第
五
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
項
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
各
号
列

事
業
者

都
市
計
画
決
定
権
者

記
以
外
の
部
分

第
四
条
の
二
の
配
慮
書
対
象
事

施
行
規
則
第
二
十
九
条
の
三
第

業

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
第
四
条
の
二
の

都
市
計
画
配
慮
書
対
象
事
業

対
象
事
業

施
行
規
則
第
三
十
条
第
一
項
に

規
定
す
る
対
象
事
業
等
（
第
二

十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
十
四

条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「

対
象
事
業
等
」
と
い
う
。
）
を

都
市
計
画
法
の
規
定
に
よ
り
都

市
計
画
に
定
め
よ
う
と
す
る
場

合
に
お
け
る
当
該
都
市
計
画
に

係
る
対
象
事
業
（
以
下
「
都
市

計
画
対
象
事
業
」
と
い
う
。
）

第
三
十
条
第
二
項
の
表
中
第
五
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第
五
条
第
一
項
第
二
号

対
象
事
業

都
市
計
画
対
象
事
業

及
び
第
三
号

第
五
条
第
一
項
第
七
号

事
業
者

都
市
計
画
決
定
権
者

第
五
条
第
一
項
第
八
号

対
象
事
業

都
市
計
画
対
象
事
業

第
五
条
第
二
項

事
業
者

都
市
計
画
決
定
権
者

第
四
条
の
二
の
配
慮
書
対
象
事

施
行
規
則
第
二
十
九
条
の
三
第

業

二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
第
四
条
の
二
の

都
市
計
画
配
慮
書
対
象
事
業

第
三
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
配
慮
書
事
業
者
の
行
う
手
続
と
の
調
整
）

第
三
十
一
条
の
二

配
慮
書
事
業
者
が
条
例
第
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
送
付
を
行
っ
て
か
ら
条
例
第

五
条
の
規
定
に
よ
り
方
法
書
を
作
成
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
当
該
配
慮
書
対
象
事
業
等
を
都
市

計
画
に
定
め
よ
う
と
す
る
都
市
計
画
決
定
権
者
が
当
該
配
慮
書
事
業
者
及
び
当
該
配
慮
書
事
業
者
か

ら
条
例
第
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
配
慮
書
の
送
付
を
受
け
た
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
た
と
き
は
、

当
該
都
市
計
画
に
係
る
配
慮
書
対
象
事
業
に
つ
い
て
の
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
は
、
配
慮

書
事
業
者
が
そ
の
通
知
を
受
け
た
と
き
か
ら
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
配
慮
書
事
業
者
は
、

そ
の
通
知
を
受
け
た
後
、
直
ち
に
当
該
配
慮
書
を
都
市
計
画
決
定
権
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
通
知
を
受
け
る
前
に
配
慮
書
事
業
者
が
行
っ
た
計
画
段
階
配
慮
事

項
に
つ
い
て
の
検
討
そ
の
他
の
手
続
は
都
市
計
画
決
定
権
者
が
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
、
配
慮
書
事

業
者
に
対
し
て
行
わ
れ
た
手
続
は
都
市
計
画
決
定
権
者
に
対
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
十
二
条
の
見
出
し
中
「
環
境
影
響
評
価
」
を
「
手
続
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
二
節
及

び
第
三
節
」
を
「
第
三
節
及
び
第
四
節
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。



（
配
慮
書
事
業
者
の
協
力
）

第
三
十
二
条
の
二

都
市
計
画
決
定
権
者
は
、
配
慮
書
事
業
者
に
対
し
、
第
二
十
九
条
の
三
及
び
第
三

十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
を
行
う
た
め
に
必
要
な
調
査
の
実
施
、
資

料
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
三
条
中
「
前
三
条
」
を
「
第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
二
条
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
の
二
中
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
に
よ
り
準
用
す
る
条
例
第
四
条
の
八
第
一

項
」
を
加
え
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
二
条
の
三
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
の
三
第
三
号
中
「
配
慮
書
事
業
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
事
業
者
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
奈
良
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」

と
い
う
。
）
第
二
条
の
二
か
ら
第
二
条
の
九
ま
で
の
規
定
は
、
こ
の
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施

行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
方
法
書
を
公
告
し
た
事
業
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

新
規
則
第
三
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
う
公
告
及
び
縦
覧
に
係

る
方
法
書
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
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